
�

国
民
健
康
保
険
の
傷
病
手
当
金
の
支
給

担
当　
　
　
　
国
保
年
金
課　
☎
０
４
６（
2
5
2
）7
6
7
2

�

FAX
０
４
６（
2
5
2
）7
0
4
3

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

座
間
市
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
被
用
者
の
方
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し

た
場
合
ま
た
は
発
熱
な
ど
の
症

状
が
あ
り
、
感
染
が
疑
わ
れ
る

場
合
、
そ
の
療
養
の
た
め
労
務

に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
期
間
に
つ
い
て
、
傷
病
手
当

金
を
支
給
し
ま
す
。

○�

支
給
対
象
期
間　
労
務
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
、
３
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間

○�

支
給
額　
直
近
の
継
続
し
た

３
カ
月
間
の
給
与
収
入
の
合

計
額
÷
就
労
日
数
×
３
分
の

２
×
日
数

※�

１
日
当
た
り
の
支
給
額
は

上
限
が
あ
り
ま
す
。

※�

給
与
収
入
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
、
こ
れ
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は

支
給
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
給

与
収
入
の
額
が
、
規
定
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
傷
病
手

当
金
の
額
よ
り
少
な
い
と

き
は
、
そ
の
差
額
を
支
給

し
ま
す
。

○�

適
用
期
間　
令
和
２
年
１
月

１
日
か
ら
規
則
で
定
め
る
日

ま
で
の
間
で
、
療
養
の
た
め

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
期
間
（
入
院
が
継
続
す

る
場
合
な
ど
は
健
康
保
険
と

同
様
、
最
長
１
年
６
カ
月
ま

で
）

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の

�

開
封
に
ご
協
力
を

担
当　
　
　
　
　
青
少
年
課　
☎
０
４
６（
2
5
3
）8
4
1
5

�

FAX
０
４
６（
2
5
9
）2
1
6
3

市
で
は
、
11
月
３
日
（
水
）

に
開
催
す
る
「
市
制
施
行
50
周

年
記
念
式
典
」
に
お
い
て
タ
イ

ム
カ
プ
セ
ル
の
開
封
に
ご
協
力

い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
は
、
平
成

13
年
の
市
制
施
行
30
周
年
を
記

念
し
、
当
時
の
小
・
中
学
生
が

自
身
や
家
族
宛
て
に
書
い
た

「
20
年
後
に
向
け
た
夢
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
（
絵
手
紙
）」
を
託
し

た
も
の
で
、
開
封
後
に
本
人
な

ど
に
お
届
け
す
る
た
め
、
市
役

所
１
階
市
民
サ
ロ
ン
で
保
管
し

て
い
る
も
の
で
す
。

当
時
、
絵
手
紙
を
書
い
た
方

で
、
同
記
念
式
典
で
タ
イ
ム
カ

プ
セ
ル
の
開
封
に
ご
協
力
い
た

だ
け
る
方
は
、
担
当
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

◯�

対　
象　
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
方

　
•�

平
成
13
年
当
時
、
市
内
の

小
・
中
学
校
の
児
童
・
生

徒
で
、
夢
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

（
絵
手
紙
）
を
書
い
た
方

　
•�

11
月
３
日
（
水
）
午
後
に

開
催
す
る
「
市
制
施
行
50

周
年
記
念
式
典
」
に
出
席

し
、
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の

開
封
に
ご
協
力
い
た
だ
け

る
方

◯�

応
募
方
法　
９
月
30
日（
木
）

ま
で
に
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
ま

た
は
直
接
担
当
へ

※�

募
集
人
数
は
５
人
程
度
。
応

募
者
多
数
の
場
合
は
、
年
齢

や
出
身
学
校
区
の
偏
り
な
ど

を
勘
案
し
、
担
当
で
決
定
し

通
知
し
ま
す
。

年
金
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の

�

提
出
を
お
忘
れ
な
く

担
当　
　
　
　
国
保
年
金
課　
☎
０
４
６（
2
5
2
）7
0
3
5

�

FAX
０
４
６（
2
5
2
）7
0
4
3

老
齢
や
退
職
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
年
金
は
、
所
得
税
な
ど
の

課
税
対
象
と
な
り
ま
す
（
障

害
・
遺
族
年
金
は
非
課
税
）。

令
和
４
年
中
の
年
金
か
ら
引

か
れ
る
所
得
税
な
ど
を
決
定
す

る「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」が
、

9
月
17
日
（
金
）
か
ら
日
本
年

金
機
構
よ
り
順
次
対
象
者
へ
送

付
さ
れ
る
の
で
、
同
封
の
返
信

用
封
筒
に
切
手
を
貼
り
、
期
限

内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提

出
を
忘
れ
る
と
控
除
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
年
金
以
外
の
収

入
が
あ
る
方
は
、
確
定
申
告
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○�

対　

象　

１
年
間
に
受
け

取
る
年
金
額
が
「
1
0
8

万
円
以
上
で
65
歳
未
満
」

「
1
5
8
万
円
以
上
で
65
歳

以
上
」
ま
た
は
「
老
齢
基
礎

年
金
と
80
万
円
以
上
の
退
職

共
済
年
金
を
受
け
て
い
る
65

歳
以
上
」
の
方

○
提
出
期
限　
10
月
29
日（
金
）

※�

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
問

い
合
わ
せ
先
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

•
�

扶
養
親
族
等
申
告
書
お
問

神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
「
第
４
次
広
域
計
画

（
素
案
）」に
ご
意
見
を

担
当　
　
　
　
　
　
医
療
課　
☎
０
４
６（
2
5
2
）7
2
1
3

�

FAX
０
４
６（
2
5
2
）7
0
4
3

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

原
則
75
歳
以
上
の
方
を
対
象
と

す
る
医
療
保
険
制
度
で
す
。

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
、
今
回
新
た
に
令
和
４

年
度
を
始
期
と
す
る
「
第
４
次

広
域
計
画（
素
案
）」を
作
成
し
、

皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を
募
集

し
ま
す
。
被
保
険
者
の
皆
さ
ん

が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

○�

意
見
を
提
出
で
き
る
方　
ど

な
た
で
も

○�

募
集
期
間　
10
月
１
日（
金
）

～
11
月
２
日
（
火
）

○�

資
料
配
布
場
所　
市
役
所
１

階
医
療
課
、同
広
域
連
合（
同

広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w
w
.union.

kanagawa.lg.jp/

）
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

　
※�

い
ず
れ
も
10
月
1
日（
金
）

か
ら
。

○�

意
見
の
提
出
方
法　
同
広
域

連
合
ま
た
は
担
当
で
配
布
す

る
所
定
の
用
紙
（
同
広
域
連

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）
に
住
所
、
氏

名
、
年
齢
を
明
記
し
、
11

�
ダ
ン
ス
ス
テ
ー
ジ
出
演
団
体
募
集

担
当　
　
　
　
市
政
戦
略
課　
☎
０
４
６（
2
5
2
）7
9
6
1

�

FAX
０
４
６（
2
5
5
）5
0
9
0

市
制
施
行
50
周
年
記
念
式
典

市
で
は
、
市
制
施
行
50
周
年

の
節
目
を
市
を
挙
げ
て
祝
い
、

歴
史
や
文
化
、
市
民
が
築
き
上

げ
て
き
た
功
績
を
振
り
返
る
と

と
も
に
、
市
の
施
策
お
よ
び
シ

テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
更
な

る
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に

記
念
式
典
を
開
催
し
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
、
同
式
典
の
ダ

ン
ス
ス
テ
ー
ジ
に
出
演
す
る
団

体
を
募
集
し
ま
す
。

記
念
式
典

◯�
と　
き　
11
月
３
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

◯�

と
こ
ろ　
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー

ル
座
間
大
ホ
ー
ル

ダ
ン
ス
ス
テ
ー
ジ

◯
時　
間　
５
分
程
度

◯�

曲　
目　
自
由
（
ジ
ャ
ン
ル

不
問
）

◯�

対　
象　
市
内
で
活
動
す
る

ダ
ン
ス
団
体
１
団
体
（
20
～

30
人
程
度
）

◯�

申
込
方
法　
10
月
８
日（
金
）

ま
で
に
市
役
所
３
階
市
政
戦

略
課
窓
口
で
配
布
す
る
申
込

書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要

事
項
を
明
記
し
、
直
接
担
当

へ
◯
選
考
方
法　
書
類
審
査

※�

応
募
の
状
況
に
よ
り
、
面

接
審
査
を
実
施
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
内
容
を

変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�

式
典
中
は
広
報
用
の
写
真
・

動
画
の
撮
影
を
行
い
ま
す
。

開封を待つタイムカプセル

月
2
日
（
火
）
ま
で
に
〒

2
2
1
︱
0
0
5
2
横
浜
市

神
奈
川
区
栄
町
８
︱
１
ヨ
コ

ハ
マ
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
ビ
ル
９

階

神
奈
川
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
宛
て
に
郵
送

（
必
着
）、
フ
ァ
ク
ス
、
電
子

メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
担
当
へ

○�

問
い
合
わ
せ
先　
神
奈
川
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
☎
0
4
5
（
4
4
0
）

6
7
1
4

FAX

0
4
5

（
4
4
1
）
1
5
0
0

　

�
pubcom

m
@
union.

kanagawa.lg.jp

い
合
わ
せ
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０

５
７
０
（
０
８
1
）
２
４

０
（
受
け
付
け
は
月
曜
日

の
午
前
8
時
30
分
～
午
後

７
時
、
火
曜
～
金
曜
日
の

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5

時
15
分
、
第
2
土
曜
日
の

午
前
9
時
30
分
～
午
後
4

時（
祝
・
休
日
を
除
く
））

※�

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話

番
号
か
ら
は
☎
０
３
（
6

８
３
７
）
９
９
３
２
へ
。

•
�

厚
木
年
金
事
務
所
お
客
様

相
談
室
☎
０
４
６
（
２
２

３
）
７
１
７
１
（
代
表
）

市
制
施
行
50
周
年
記
念
式
典
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